
商業施設やオフィスビル等の建築設備を安全に運用するには、設備管理員の存在が欠かせません。設備
管理員には、専門的な知識、技能が求められ、点検や簡易な修繕などの設備保全作業ができる各種国家資
格が必要となります。
当科では、施設の利用者に、安全、安心を提供するための防災、防犯設備や空調・衛生・電気設備など、
建築設備の総合的な保全作業を学びます。これらの保全作業について、実習を通して実務に必要とされる
知識、技能の習得、国家資格の取得を目指します。
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※「おおむね50歳以上」のおおむねとは、前5歳までの幅を見込んでおり、原則45歳以上の方を対象としています。



その他、事故等に備える災害保険等の
自己負担が生じる場合があります
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石油系溶剤を含まない
インキを使用しています。


